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２.  助成制度等（令和６年度）

№ 助成制度名 対象 補助対象 担当課 ページ

(1)
地域集会所建設
費補助金

・町自治会
地域集会所の建設又は
取得費用

市民協働推進課
51-2482

52

(2)
地域集会所（木造）
耐震改修費補助金

・町自治会など
地域集会所（木造）の
耐震改修費用

市民協働推進課
51-2482

52

(3)
地域集会所バリア
フリー改修費補助
金

・町自治会など
地域集会所のバリアフリー
改修費用

市民協働推進課
51-2482

52

(4)
自治連合会コミュ
ニティ活動交付金

・町自治会
・校区自治会

自治連合会を構成する自治
会が行う住民の良好な生活
環境を形成するためのコミュ
ニティ活動を支援

市民協働推進課
51-2482

53

(5)
「住みよい暮らし
づくり計画」作成
取組の支援

・校区自治会
地域が行う「住みよい暮らし
づくり計画策定」の取組に対
し市職員のアドバイス等

市民協働推進課
51-2482

54

(6)
市民協働推進
補助金

自治会など非営利
の民間団体（条件
あり）

環境美化、地域の安全な
ど地域社会の課題を解決
するための事業経費

市民協働推進課
51-2483

54

(7)
防犯カメラ維持管理
費補助金

・町自治会
・校区自治会
・商店街

自治会等が維持管理する防
犯カメラの電気料金など

安全生活課
51-2303

55

(8)
安全安心防犯灯
設置費補助金

・町自治会
・校区自治会

自治会で新設・更新する
防犯灯の設置費用

安全生活課
51-2303

56

(9)
安全安心防犯灯
維持費補助金

・町自治会
・校区自治会

自治会で維持管理する防
犯灯の電気料金

安全生活課
51-2303

56

(10)
子ども見まもり隊
用パトロール物品
配付

・各小学校区子ども
見まもり隊

子どもの安全と安心を確
保する所定のパトロール
用物品を配付

安全生活課
51-2550

56

(11)
自主防犯団体用
パトロール物品配付

・自治会など各自
主防犯団体

地域の安全と安心を確保
する所定のパトロール用
物品を配付

安全生活課
51-2303

57
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№ 助成制度名 対象 補助対象 担当課 ページ

(12)
老人クラブ活動費
補助金

・豊橋市老人クラブ
連合会に加盟する
単位老人クラブ

老人クラブの運営や事業
実施に要する経費及び一
声運動事業経費

長寿介護課
(豊橋市老人クラブ
連合会事務局）
51-2337

57

(13)
老人クラブ清掃奉
仕団活動経費

・豊橋市老人クラブ連
合会に加盟する老人ク
ラブ等で組織する清掃
奉仕団

老人クラブ清掃奉仕団が
行う公園清掃などの美化
活動にかかる経費

長寿介護課
(豊橋市老人クラブ
連合会事務局）
51-2337

57

(14)
健康な地域づくり
事業

・健康な地域づくり
事業に参加してい
る自治会・団体

地域の健康づくり活動に
関する物品の支給

健康増進課
39-9140

58

(15)
地域猫不妊去勢
手術費補助金

地域猫活動を行う
団体

飼い主のいない猫への不
妊去勢手術費

生活衛生課
39-9127

58

(16)
地域資源回収団体
奨励金

・町自治会
・校区自治会など
（地域資源回収を行う
団体）

登録団体が行う古紙・古布
等についての資源回収活動

ゼロカーボンシティ
推進課
51-2417

59

(17)
河川愛護活動
報奨金

・（複数）町自治会など
（河川愛護活動を行う
団体）

登録団体が行う市が管理す
る河川の除草作業及び清掃
作業等

河川課
51-2535

60

(18)
イベント等における
地域公共交通利用
促進策支援事業

・校区自治会、町自
治会など

市内で開催する主催者とな
るイベント等へ、公共交通に
よる来場を誘発する取組に
要する経費

都市交通課
51-2620

60

(19)
公園協力会活動
助成金

・（複数）町自治会
（公園協力会）

登録団体が行う公園内清掃
及び除草等、美化活動助成

（公財）豊橋
みどりの協会
41-7400

61

(20)
街路樹愛護会活
動助成金

・（複数）町自治会など
（街路樹愛護会）

登録団体が行う街路の清
掃、除草等、美化活動助成

（公財）豊橋
みどりの協会
41-7400

61

(21)
自治会公園管理委
託業務

・街区公園等がある
町自治会

公園等の清掃、除草、施設
等の目視点検及びトイレ清
掃に要する経費

公園緑地課
51-2650

61

(22)
街頭消火器設置
費等補助金

・町自治会
（集合住宅世帯のみで
組織される町自治会除
く）

街頭消火器新規設置、収納
箱取替え、火災消火等の消
火器薬剤詰替え、消火器本
体取替え費用

消）予防課
51-3115

62
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（１） 地域集会所建設費補助金 

対象団体 町自治会（複数町自治会でも可） 

申請時期 
建設予定の前年度８月末に「事前協議依頼書」を提出。 

建設年度に「補助金等交付申請書」を提出。 

目  的 

地域住民の集会の用に供する施設の建設又は取得に要する経費を町自

治会に対して補助することにより、地域住民の心のふれあい及び連帯

意識の促進を図ることを目的とする。 

補助対象 

集会施設の建設又は取得に要する経費。増築、（耐震）改修及び土地の

取得にかかる経費などは含まない。 

１町自治会１か所。  

補助金額 ３分の１以内で、450 万円を限度（1,000 円未満端数切捨） 

担当部署 市民協働推進課  51-2482 

（２） 地域集会所（木造）耐震改修費補助金 

対象団体 
地域集会所（木造）耐震診断において総合判定が 1.0 未満と診断され

た集会所を所有または管理する自治会等 

申請時期 
着工予定の前年度８月末に「事前協議依頼書」を提出。 

建設年度に「補助金等交付申請書」を提出。 

目  的 

地域集会所（木造）の耐震改修工事を実施する自治会等に対し、補助

金を交付することにより、地域コミュニティ活動の安全安心を確保す

ることを目的とする。 

補助対象 耐震改修工事に係る経費 

補助金額 60 万円を限度（1,000 円未満端数切捨） 

担当部署 市民協働推進課  51-2482 

（３） 地域集会所バリアフリー改修費補助金 

対象団体 地域集会所を所有または管理する自治会等 

申請時期 
着工予定の前年度８月末に「事前協議依頼書」を提出。 

建設年度に「補助金等交付申請書」を提出。 

目  的 

地域集会所のバリアフリー改修工事を実施する自治会等に対し、補助

金を交付することにより、地域コミュニティ活動の安全安心を確保す

ることを目的とする。 

補助対象 

以下のバリアフリー改修工事に係る経費 

・手すりの取付け工事 

・段差の解消工事 

・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の 

変更工事 

・引き戸等への扉の取替え工事 

・様式便所等への便器取替え工事 

・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる工事 

補助金額 ２分の１以内で 60 万円を限度（1,000 円未満端数切捨） 

担当部署 市民協働推進課  51-2482 
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（４） 自治連合会コミュニティ活動交付金 

対象団体 校区自治会、町自治会 

申請時期 ５月～６月 

目  的 

自治連合会を構成する自治会が行う住民の良好な生活環境を形成する

ためのコミュニティ活動を支援することにより、住民相互の結び付き

を一層強め、地域コミュニティの活性化を推進することを目的とする。 

補助対象 

自治会が行う活動で、次に掲げるもの。ただし、政治、宗教又は営利

を目的とした活動は除く。 

（１）広報配布活動 

（２）コミュニティ活動 

（３）環境整備活動 

（４）市からの依頼事項等に関する活動 

（５）その他、地域コミュニティの活性化に資する活動 

補助金額 

・校区自治会 

項目 算定基準 

校区役員活動 50,000 円 

校区事務 校区内の町自治会数×5,800 円 

校区活動 

170,000 円 

（高豊校区及び校区市民館がない場合 

220,000 円） 

理事会活動 
10,000 円 
（執行部役員（会長、副会長、会計）が所属

する校区 20,000 円） 
・町自治会 

項目 算定基準 

町役員活動 22,000 円 

町事務 4,500 円 

地域活動 

（広報配布） 
町自治会加入世帯数×12 月×25 円 

地域活動 

（コミュニティ） 

2,000 円×２回 

＋町自治会加入世帯数×10 円 

＋町自治会加入世帯数×220 円 

地域活動 

（環境整備） 

2,000 円×２回 

＋町自治会加入世帯数×10 円 

＋町自治会加入世帯数×280 円 

＋町自治会管理のごみステーション数×500 円 
 

担当部署 市民協働推進課  51-2482 
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（５） 「住みよい暮らしづくり計画」作成取組の支援 

対象団体 校区自治会（令和４年度まで 累計 13 校区） 

申請時期 通年申請可能 

目  的 

「自分たちのまちは、自分たちでつくる」を合言葉に、地域のことを

一番よく知る、その地域に住む人たちが中心となって、自分たちのま

ちを暮らしやすくするために「何が必要か」「何をするのか」というこ

とを地域住民が自分たちで特色や課題などを整理し、将来に向けて地

域のあり方や取組などをまとめる行動計画である「住みよい暮らしづ

くり計画」を作成する。 

補助対象 
地域が行う計画策定の取組みに対し市職員がアドバイス等のサポート

を行う。 

補助金額 なし 

担当部署 市民協働推進課  51-2482 

 

（６） 市民協働推進補助金 

対象団体 
５人以上で構成される非営利の民間団体。ただし、主に市内で活動し、

構成員の２分の１以上が豊橋市に在住または通勤・通学していること。 

申請時期 

①当年度分後期募集（つつじ補助金） 

応募期間：4～6月頃の予定（今年度実施事業） 

書類審査を行い交付団体決定 

②次年度分前期募集（つつじ補助金・くすのき補助金） 

応募期間：11 月～1 月の予定（翌年度実施事業） 

書類審査及び公開プレゼンテーションを経て、交付団体を決定（つつ

じ補助金は書類審査のみ） 

目  的 
市民活動を資金面からバックアップすることで、市民協働によるまち

づくりの推進を図る。 

補助対象 

主に市内を拠点として行われる事業で、地域社会の課題（環境美化、

地域の安全、文化やスポーツの振興、子どもの健全育成など）を解決

するために行われるもの。ただし、豊橋市の他の補助金を受けない事

業に限る。 

補助金額 

◎つつじ補助金（１団体１回のみ）…設立後５年未満の団体が対象 

50,000 円を限度（1,000 円未満端数切捨） 

◎くすのき補助金…設立後２年以上または設立後２年未満でもつつじ

補助金の交付を受けた団体が対象 

◎同一事業３回まで 

１回目：補助対象経費の３分の２に相当する額（1,000 円未満端数切捨） 

２回目：補助対象経費の２分の１に相当する額（1,000 円未満端数切捨） 

３回目：補助対象経費の３分の１に相当する額（1,000 円未満端数切捨） 

１回目から３回目全て 300,000 円を限度 

☆補助金額等については、変更となる場合があります。 

担当部署 市民協働推進課  51-2483 
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（７） 防犯カメラ維持管理費補助金 

対象団体 町自治会、校区自治会、商店街 

申請時期 ９月末まで（事前申請） 

目  的 

地域の防犯力向上のために設置した防犯カメラを適正に稼働させるた

め、団体に対し、電気料金や保守点検等の費用の一部を補助すること

により、街頭犯罪等の未然防止を図る。 

補助対象 

地域防犯カメラの維持管理に直接必要な経費 

・ 保守点検費（簡易な修繕に係る経費を含む。） 

・ 電気使用料 

・ 電柱共架料 

補助金額 
補助対象事業に要する経費の２分の１以内の額とし、100 円未満の端数

は切り捨て。ただし、上限１万円とする。 

担当部署 安全生活課  51‐2303 
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（８） 安全安心防犯灯設置費補助金 

対象団体 町自治会、校区自治会 

申請時期 年度当初 

目  的 
町又は校区が行う防犯灯の新設及び更新に要する経費に対し、助成措

置を講ずることによって市民の安全安心の確保を図る。 

補助対象 

町又は校区が実施する防犯灯の設置事業。 

〈要件〉 

(１)当該町又は校区の区域内の道路（一般の利用に供されている道路

も含む。）の照明用として設置されるもの。 

(２)町及び校区が直接維持管理することとなるもの。 

(３)自動点滅器付（自動で点灯、消灯をする機能）であること。 

(４)LED 灯を使用すること。 

※電球のみの取替工事は対象外となります。 

補助金額 

補助対象事業に要する経費の２分の１以内の額とし、100 円未満の端数

は切り捨て。ただし、新設については２万円を限度とし、更新につい

ては１万５千円を１灯あたりの限度額とする。 

備  考 設置前に申請のこと 

担当部署 安全生活課  51-2303 

（９） 安全安心防犯灯維持費補助金 

対象団体 町自治会、校区自治会 

申請時期 年度始めの４月分電気料金領収書写し等を添えて補助金希望申出書を

６月末日までに提出が必要 

目  的 町又は校区が行う防犯灯の維持に要する経費に対し、助成措置を講ず

ることによって市民の安全安心の確保を図る。 

補助対象 

防犯灯又はこれに準ずるもので、町及び校区が前年度末日までに設置

したもので、引き続き当該年度末日まで維持管理するものを対象とす

る。 

※令和５年４月より、カメラ付きＬＥＤ防犯灯も対象とする。 
補助金額 年間電気料金の２分の１相当額以内とする。 

担当部署 安全生活課  51-2303 

（１０） 子ども見まもり隊用パトロール物品配付 

対象団体 各小学校区子ども見まもり隊 

申請時期 年度当初 

目  的 
地域社会で子どもたちを守り育てるための子ども見まもり活動を効果

的にするパトロール用物品を配付し、地域の子どもの安全と安心の確

保を図る。 

補助対象 各小学校区子ども見まもり隊が活動時に使用する所定のパトロール用

物品（配付） 

補助金額 各団体の構成員・申請に応じパトロール用物品を現物配付 

（配付数量に上限有り） 
担当部署 安全生活課  51-2550 
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（１１） 自主防犯団体用パトロール物品配付 

対象団体 概ね１週間に１回以上パトロールを実施する10名以上の自主防犯団体 

申請時期 随時 

目  的 
地域で自主的な防犯活動を実施している団体に対し、活動を一層効果

的にするパトロール用物品を配付し、地域の安全と安心の確保を図る。 

補助対象 
各自主防犯団体がパトロール時に使用する所定のパトロール用物品

（配付） 

補助金額 
各団体の構成員・申請に応じパトロール用物品を現物配付 

（配付数量に上限有り） 

担当部署 安全生活課  51-2303 

 

（１２） 老人クラブ活動費補助金 

対象団体 豊橋市老人クラブ連合会に加盟する単位老人クラブ 

申請時期 ４月 

目  的 
地域を基盤とする高齢者の自主組織である老人クラブの活動の活性化

を図り、高齢者を主体とする生きがいと健康づくりを促進する。 

補助対象 
老人クラブの運営や事業を行うのに要する経費及び一声運動事業にか

かる経費 

補助金額 

・老人クラブ運営費補助金 

会員数概ね 30～49 人 月額 3,200 円 

会員数   50～79 人 月額 5,200 円 

会員数     80 人以上 月額 7,200 円 

・一声運動事業費補助金 

 年額 10,000 円 

担当部署 長寿介護課（豊橋市老人クラブ連合会事務局） 51-2337 

 

（１３） 老人クラブ清掃奉仕団活動経費 

対象団体 豊橋市老人クラブ連合会に加盟する単位老人クラブ等で組織する清掃

奉仕団 

申請時期 ４月 

目  的 公園の清掃等を通じて、高齢者の生きがいと健康づくりを促進すると

ともに、地域の環境美化に寄与する。 
補助対象 老人クラブ清掃奉仕団が行う公園清掃などの美化活動にかかる経費 

補助金額 年額 23,000 円  

担当部署 長寿介護課（豊橋市老人クラブ連合会事務局） 51-2337 
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（１４） 健康な地域づくり事業 

対象団体 健康な地域づくり事業に参加している自治会・団体 

申請時期 年度当初 

目  的 生活習慣病予防をはじめとする健康づくりを住民が地域ぐるみで継続

的、主体的に取り組むことで、地域全体が健康になることを目指す。 
補助対象 地域の健康づくり活動に関する物品（支給・貸出） 

補助金額 上限 2 万円以下の支援物品、講師派遣、プログラムの提供（講師派遣、

プログラムの提供は 1 校区 1 回まで） 
担当部署 健康増進課  39-9140 

（１５）地域猫不妊去勢手術費補助金 

対象団体 
飼い主のいない猫が生息する市内在住の地域住民 2 人を含む 3 名（同

一世帯不可）以上で構成される地域猫活動を行う団体 

申請時期 随時 

目  的 

市内に生息する飼い主のいない猫に不妊去勢手術を受けさせた地域猫

活動団体に対して補助金を交付することにより、飼い主のいない猫の

増加を抑制すると共に市民の清潔で快適な生活環境を確保することを

目的とする。 

補助対象 地域猫活動団体が飼い主のいない猫に対し実施した不妊去勢手術費 

補助金額 
不妊手術：１頭につき 15,000 円 

去勢手術：１頭につき 10,000 円 

担当部署 生活衛生課 39-9127 
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（１６） 地域資源回収団体奨励金 

対象団体 

１．校区自治会 

２．町自治会 

３．子ども会 

４．女性会 

５．老人クラブ 

６．幼稚園保護者連絡会 

７．保育園保護者連絡会 

８．認定こども園保護者連絡会 

９．小学校ＰＴＡ 

10．中学校ＰＴＡ 

11．その他市長が認めた福祉団体等 

申請時期 

登録は随時（「地域資源回収団体登録申請書」を提出）。 

１～６月実施分の実績報告を７月 10 日までに、 

７～12 月実施分の実績報告を翌年１月 10 日までに、 

「地域資源回収団体奨励金実績報告書」により提出。 

目  的 

廃品回収として各種団体が自主的に実施している活動に対して奨励金

を交付し、その活動を活発にすることにより、ごみ減量及び資源の再

利用を図るとともに、廃棄物に対する市民の意識を高めることを目的

とする。 

補助対象 
登録団体が古紙・古布等について資源回収活動を実施し、登録業者に

よって回収された場合、回収量に応じて奨励金を交付する。 

補助金額 

回収重量１kg につき 

     新聞・チラシ、ダンボール、雑誌・雑がみ、        

      牛乳パック等、布            ５円 

アルミ缶、スチール缶                10 円 

※１品目ごとに１円未満切り捨て 

担当部署 ゼロカーボンシティ推進課   51-2417 
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（１７） 河川愛護活動報奨金 

対象団体 （複数）町自治会など（代表者及び会計責任者を置き 10 人以上で組織

する河川愛護活動を行う団体） 

申請時期 登録は随時 

目  的 
河川等の清掃や除草の愛護活動を通じて、快適かつ安全な河川環境の

創出を図り、地域住民の河川等に対する理解と関心を高めることを目

的とする。 

補助対象 

市が管理する河川等において１日２時間以上の除草作業及び清掃作業

等を相当の期間を空けて年２回以上行う活動。 

作業日ごとに参加者名簿、活動箇所図、写真を添えた「河川愛護活動

実績報告書」の提出が必要。 

補助金額 １団体つき年間 80,000 円を限度。（算出の基礎は、１人あたり 400 円

×活動人数） 

担当部署 河川課  51-2535 

 

（１８） イベント等における地域公共交通利用促進策支援事業 

対象団体 

校区自治会・町自治会など 

（ＮＰＯ法人又は公益的社会貢献活動団体であって必要な要件を満た

していれば対象） 

申請時期 
通年申請可能 

※イベント等のチラシを作成し始める前に一度ご相談ください。 

目  的 
イベント等への公共交通による来場を誘発することにより、公共交通

の利用促進を図る。 

補助対象 

公共交通を利用して会場に来場した者に対する乗車券等の交付又は運

賃補填に要する費用（市内の発着に限る）や景品の交付又は特典の付

与等に要する費用など 

補助金額 １催事につき 50,000 円を限度（予算の範囲内） 

担当部署 都市交通課 51-2620 
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（１９） 公園協力会活動助成金 

対象団体 （複数）町自治会など 

各町自治会等で組織し、公園内の清掃及び除草等を自発的に行う団体。 

申請時期 毎年度当初（継続・新規とも） 

目  的 
豊橋市が設置する公園、緑地、遊園、広場について愛護意識の高揚や

健全な利用促進を図るため、奉仕活動を行う団体に対して助成金を援

助することを目的とする。 

補助対象 公園内清掃及び除草等、公園内の美化活動に要する経費。 

補助金額 １公園につき年額 23,000 円 

担当部署 （公財）豊橋みどりの協会  41-7400 

 

（２０） 街路樹愛護会活動助成金 

対象団体 
（複数）町自治会など 

各町自治会等で組織し、街路樹周辺の清掃、除草等を自発的に行う団

体。 

申請時期 毎年度当初（継続・新規とも） 

目  的 豊橋市が管理している街路樹について、愛護意識の高揚を図るため、

奉仕活動を行う団体に対して助成金を交付することを目的とする。 

補助対象 街路樹周辺の清掃、除草等、街路及び街路樹の美化活動に要する経費。 

補助金額 １路線につき年額 23,000 円 

担当部署 （公財）豊橋みどりの協会  41-7400 

 

（２１） 自治会公園管理委託業務 

対象団体 
街区公園等＊がある自治会 
＊公園緑地課が所管する街区公園、遊園等（ちびっこ広場やふれあい

広場で 10 年未満のものは除く）。 
申請時期 実施の前年度８月下旬（予定） 

目  的 公園等の日常的な維持管理を地元の町自治会に委託することで、地域

と行政が協働で緑のまちづくりを進めることを目的とする。 

補助対象 公園等の清掃、除草、施設等の目視点検及びトイレ清掃に要する経費 

補助金額 面積などにより算定 

担当部署 公園緑地課  51-2650 
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（２２） 街頭消火器設置費等補助金  

対象団体 町自治会（共同住宅の世帯だけの町自治会を除く） 

申請時期 ５月末日（火災で使用した消火器の薬剤詰替え申請については随時） 

目  的 
街頭消火器設置の整備推進について必要な助成を行い、地域住民によ

る初期消火体制の強化及び自主的な防災活動を推進し、もって災害防

止及び被害の軽減を図ることを目的とする。 

補助対象 
街頭消火器新規設置、収納箱の取替え、火災消火等の消火器薬剤の詰

替え、消火器本体の取替えにかかる経費について、町の申請に基づき

予算の範囲内で補助金を交付する。 

補助金額 
街頭消火器新規設置、消火器本体の取替えについては基準額に２分の

１を乗じて得た額を補助、収納箱取替え及び火災時に使用した街頭消

火器の薬剤詰替えについては基準額を補助する。 

担当部署 消防本部 予防課  51-3115 
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